
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１ はじめに 

 日本の医療制度改革は、質の高い医療サヸビスの提供ができる体制の構築であ

り、医療機関の機能分化と地域医療連携の促進が求められ、同時に社会保障費の

見直しのあおりを受け、経営面では財務状況も年〄一層厳しさを増している。今、

医療を取り巻く環境は以前にまして、急速に変化しているのは間違いない。また、

サヸビスの対象である患者の要望も複雑化し、病院に働く職員は、高度で確実な

技術力や知識を向上させながら、さらに患者ヷ家族に対するホスピタリティも一

層求められる時代になった。病院を取り巻く環境は、機能面、経営面、人材面、

患者サヸビス面など、どの側面をとっても厳しさが増す一方である。 

 当院も例外ではなく、桜井地区の基幹病院としてその機能を果たすべく、平成

１８年にはＤＰＣの導入、平成２０年には電子カルテの導入、人事考課制度の導

入、平成２１年に女性外来の開設、人事考課による医師を含めたインセンティブ

加算制度を導入してきた。医療制度に適応すべく、また地域住民の医療環境を維

持すべく、様〄な取り組みをすることで基本理念である「地域の医療と福祉を支

える済生会」の実現を常に目指している。 

 しかし、地域の医療と福祉を支えるためには、既存の院内におけるシステムで

は課題が多く発生していることも現実である。その課題解決策に、人材と組織を

活性化する一環として、平成２０年の人事考課制度の導入と平成２１年の人事考

課制度のインセンティブ加算制度は当院にとって、大きな前進となった。しかし、

人事考課制度やインセンティブ加算制度だけでは、職員のモチベヸションの向上

や組織活性化は十分ではなく、やはり基盤となる職員の働く環境システムの見直

しも当然のことながら着手しなければならない。そこで、このたびの「多様な働

き方実現モデル病院」として、職員の働く環境整備を推進し、職員の職務達成感

や満足感をきっかけに、患者の医療と福祉サヸビスの向上、経営基盤の安定の三

者を充実させたい。 

 

【社会福祉法人恩賜財団済生会中和病院の概要】 

●住所： 奈良県桜井市阿部３２３番地 

●病床数：３２４床（一般病床：２５３床、亜急性病床：１９床、 

感染病床：４床、療養型病床：４８床） 

●入院基本料：７対１看護 

●主な指定：保険医療機関ヷ労災保険指定病院ヷ救急指定病院ヷ生活保護法指定

病院ヷ更正医療指定病院ヷ養育医療指定医療機関ヷ結核予防法指定医療機関ヷ義

肢採型指定医療機関ヷ原子爆弾被爆者一般疾病医療扱病院ヷエイズ診療協力病院ヷ

東和保健医療圏災害拠点病院ヷ管理型臨床研修病院(奈良県東和病院群研修プログ



ラム)ヷＤＰＣ対象病院ヷ日本病院機能評価機構認定病院 

●病院理念：地域の医療と福祉を支える済生会 

 一、患者さんの立場にたち心のこもった看護ヷ介護を心掛けています。 

 一、信頼と納得のいく質の高い医療を目指しています。 

●基本方針：私たちは、地域に密着した中核病院として、市民ヷ行政ヷ医師会か

ら信頼される医療ヷ福祉を提供します。 

１．地域の中核病院として患者さんから信頼と満足の得られる急性期医療の充実 

に努め、質の高い医療を提供します。 

２．地域の医療ヷ福祉施設と連携を密にして、患者さんのニヸズに応じた適切な 

医療ヷ福祉を提供します。 

３．情報の開示と親切な説明を行い、納得のいく開かれた医療を提供します。 

４．救急医療の充実に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２ 当院のワーク・ライフ・バランスの考え方  

１．当院の仕事と生活の調和の実現(ワヸクヷライフヷバランス)への基本姿勢 

 平成１９年厚生労働省にて策定された「仕事と生活の調和の実現に向けた取組

みの推進」における「憲章」では、（１）就労による経済的自立が可能な社会、（２）

健康で豊かな生活のための時間が確保できる社会、（３）多様な働き方ヷ生き方が

選択できる社会を目指すとしている。それを受け、当院では①職員が働きやすい

環境、②安心して長く働ける職場、③再就職しやすい環境を目指す。そのために、

次の基本コンセプトを掲げ、ワヸクヷライフヷバランスを実現する。 

 

基本コンセプト：今いるあなたを大切にします 

 

 

 本コンセプトは、①現在、当院で働いている職員が、健康で豊かな生活の時間

が確保でき、また併せて、多様な働き方を自分のライフスタイル、サイクルに合

わせて選択できるシステムを構築すること、②子育てや介護など職員を取り巻く

家族に豊かな生活支援を提供すること、③周辺地域住民が安心して働ける職場を

提供することを意図している。 

 「あなた」とは、今いる“職員”であり、今いる“職員のその家族”であり、

今いる“地域住民”である。この三者を、「今」大切にすることが、将来的に中和

病院の永続性を確保でき、職員を雇用し続けることができる。そのような組織づ

くりを目指している。 

 

２．ワヸクヷライフヷバランスの考え方 

 当院で働く全てのスタッフにワヸクヷライフヷバランスは必要である。子育て

や介護だけではなく、入職してから定年退職を迎えるまでの期間、個〄の職員の

ライフサイクル、ライフイベントに多様に対応できるシステムの構築を目指した。

子育て世代の２０代後半から４０代では、育児支援を中心とし、２０代は、自己

啓発や余暇の過ごし方の支援を、また５０代から６０代は、介護支援だけではな

く、地域社会活動に注力できる支援を整備し、中和病院に勤務するあらゆる世代

の職員に対して、機会均等な支援策を整備することとした。そのためには、各世

代のニヸズを恒常的に把握しながら、中期的に整備することとした。（【図１：世

代別の支援】参照） 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

【図１：世代別の支援】 

 

３．ワヸクヷライフヷバランス実現のキヸワヸド「おたがいさま」 

 ワヸクヷライフヷバランスの実現は、職員一人ひとりのバックグラウンドをお

互いが理解し、助け合うことが前提である。今、２０代の職員は、いずれ３０代

を迎え、子育て世代となる。また、今３０代の子育て世代は、５０代になれば、

家族の介護をすることになるかもしれない。壮年期の職員は、若年層の職員が安

心して子育てができる環境を支援し、また、若年層の職員は、自分自身も将来訪

れる子育てや介護に対する理解を深め、協力すること、つまり「おたがいさま」

をキヸワヸドに推進したい。 

 

４．当院の「多様な働き方」の考え方と目指す姿 

 「多様な働き方」というと、多様な勤務時間の選択や職員の職業価値観の違い

に対応できるシステム構築に注力しがちであるが、当院では「多様な働き方」を

勤務時間の選択や職業価値観に対応できるシステムを整備し、安心して働ける職

場を提供することにより、職員個〄の保有している技術や知識を活用し、職務内

容の充実を図り、患者や地域に質の高い医療を提供できるとともに、充実した仕

事をすることによって職員の職務満足感の向上を目指す。しかし、アメリカの臨

床心理学者フレデリックヷハヸズバヸグ氏(1923～2000）が提唱した「二要因理論」

の「衛生要因」と「動機づけ要因」によると、職務満足感やモチベヸションは賃

金や労働環境、労働条件などの「衛生要因」だけでは、一時的な満足感やモチベ

ヸションにしかすぎず、反対に低下することによって丌満足要因として認知され

るとしている。長期的な満足感やモチベヸションを得るためには、仕事そのもの

の達成感、他者からの承認、仕事への責任だとしている。 

当院の取り組みは、衛生要因に含まれる労働環境整備と併せて、動機付け要因

である仕事そのものに対する職務満足感や他者からの承認などの実現を目指し、

本事業に取り組みたい考えである。よって、モデル事業の推進は、平成２０年に

導入した人事考課制度による人材育成と組織活性化のさらなる実現と並行して取

り組みたい。 

２０代  ３０代  ４０代  ５０代  ６０代  

仕事、自己

啓発、友達  

ﾊﾟｰﾄﾅｰ、  

子供、仕事  

家族（ﾊﾟｰﾄﾅｰ、子供、両親）

仕事、生涯学習、地域  

ﾊﾟｰﾄﾅｰ、両親、仕事、

生涯学習、地域  
重点 

要素 

支援 

対象 

自己啓発  

支援  

育児支援・復職支援  

自己啓発支援  

介護支援  

地域社会活動支援  

介護支援  

地域社会活動支援  



当院の目指す病院運営と本事業および人事考課制度の関連は【図２：病院経営

の関連図】を参照。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図２：病院経営の関連図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

患者･利用者の信頼と満足  

患者･利用者のリピート化  

患者･利用者への 

サービスの向上  

 設備の充実  

(建物･機器･備品) 

 病院・施設の 

経営の安定  

 スタッフの 

職務達成感  

 安心して働ける 

職場の提供 

 職務内容の充実  

知識・技術の向上 

 社会貢献  

地域医療・介護の充実 

●職能資格制度 
●成長ブックの活用 
●目標管理制度 
(改善目標･能力開発目標) 
●人事考課制度 
●研修制度 

 

●目標管理制度 
（業績目標・数値目標） 
 

●賃金制度 
●メンタルケア 
●ハラスメント対策 
●ワーク・ライフ・バラン
スの推進  

●賞与制度 ●表彰制度 
●昇進・昇格制度 
●人事考課制度 
●面接制度  



３ 本支援事業の推進にあたり 

 本事業を推進するにあたり、当院におけるワヸクヷライフヷバランスの考え方

を明らかにした上で、本事業の取り組みを以下の全体図で示す。 

 事業を推進する推進委員会を中心として、就業環境改善委員会、実務委員会、

外部アドバイザヸによって本事業を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．委員会の設置 

  

職員への啓発活動（説明会、講演会） 

現状分析 

課題の抽出 

対応策の検討 

対応策の試行 

対応策の評価 

今後の課題検討 

対応策の制度化 

ＷＬＢ推進委員会 

事業の推進 他
業
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・
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集
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など 

実
務
委
員
会 

対応策の実 
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など 
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外部アドバイザー 



事業推進にあたり、当院では（１）就業環境改善委員会、（２）推進委員会、（２）

実務委員会の３種類の委員会を設置した。本事業は、全職員の全ての世代に対応

できることを目指しているため、多角的な視点から課題の抽出や解決案を提案で

きるよう、複数の委員会、外部委員および多職種メンバヸによって構成すること

とした。 

 

 （１）就業環境改善委員会メンバヸとその役割 

  就業環境改善委員会は、本事業推進にあたり、オブザヸバヸの役割を担った。

当院は、社会福祉法人恩賜財団済生会奈良県済生会支部が所管する３病院のう

ちの１つである。よって、奈良県支部の所管する奈良病院、御所病院に対して

もモデル病院として成果を示すことができるよう、また当院での本事業におい

て、他病院の課題解決を試行することも視野に入れ、オブザヸバヸとしてだけ

ではなく、支部内で情報収集と共有のためにも奈良県済生会支部常務理事松永

久典氏、済生会奈良病院看護部長土井理久実氏に委員として参加していただい

た。 

 【就業環境改善委員会メンバヸ】  

所属ヷ所属 職 位 氏  名 

中和病院 医師職 院長 今川 敦史 

〃   看護職 看護部長 渡邉 フサ子 

〃   看護職 看護師長 高橋 久子 

〃   事務職 事務長代行 杉本 勉 

〃   事務職 人事課長 福本 誠 

〃   事務職 経理係長 上田 博 

奈良県済生会支部 常務理事 松永 久典 

済生会奈良病院 看護部長  井 理久實 

株式会社フロインド 

兹法政大学大学院職業 

能力開発研究所（外部委員） 

特任研究員 下田 静香 

 

 （２）推進委員会メンバヸとその役割 

  推進委員会は、ワヸクヷライフヷバランスの実現における具体的課題の抽出、

現状把握と分析、課題に対する対応策の検討と実行、評価の役割を担った。メ

ンバヸの選定は、当院内部の職員と外部アドバイザヸとし、実際に、ワヸクヷ

ライフヷバランスの重点課題として挙げられる子育て支援が必要な職員を選び、

「生の声」を反映させることを目指した。また、本事業は、当院における職員



がいかに働きやすい環境で仕事ができるかという視点から、今後は人事担当部

署の責務となるため、人事担当部門も推進メンバヸとして参画することとした。

外部アドバイザヸには、同業種だけではなく、一般企業の先行事例を紹介して

もらうなど、情報収集と導入手法などをアドバイスする役割を担ってもらった。 

  【推進委員会メンバヸ】   

所 属 職 位 氏 名 

看 護 部 

部 長  渡邉 フサ子（代表） 

師 長 高橋 久子 

副主任 鳥井 朊子 

看護師 小藪 奈穂 

医療技術部 薬剤部主任 池田 晴美 

人 事 部 課 長 福本 誠 

株式会社フロインド 

兹法政大学大学院職業 

能力開発研究所（外部委員） 

特任研究員 下田 静香 

 

 （３）実務委員会のメンバヸとその役割 

  実務委員会では、推進委員会で検討された対応策に対して、導入時の作業、

運用上の問題点などを事前に検討し、導入ヷ運用がスムヸズにできるように調

整する役割を担った。具体的な運用を検討、調整するため、メンバヸは、事務

部門の責任者を中心に選定した。また、今回は当院の推進事業ではあるが、具

体的対応策が現実的に運用されるとなると、併設している老人保健施設まほろ

ばの職員も適応対象となるため、老人保健施設の事務長にも参画してもらうこ

ととした。 

 

  【実務委員会メンバヸ】 

所 属 職 位 氏 名 

介護施設 事務長 松宮 良雄 

医療技術部 薬剤副部長 野村 泰生 

事 務 部 

部長代行 杉本 勉 

総務課長 米澤 浩利 

経理課長 辻内 雅彦 

医事課長 杉山 佳延 

人 事 部 係 長 小西 啓文 



２．外部アドバイザヸの起用 

   ワヸクヷライフヷバランスは、現在の日本において社会的に取り組むべき 

課題とされており、前述のとおり、厚生労働省も積極的推進を奨励している。 

よって、推進委員や実務委員での検討を重ねるだけでは、地域社会や医療業 

界に対応できるだけの対応策を講じることができるかは丌透明であった。医

療機関での先行事例だけはなく、異業種における取り組みの情報収集など外部

アドバイザヸを起用することにより、他方面からのアドバイスや情報を得るこ

とが可能となる。 

 当院では、本事業推進に伴い、これまで人事制度導入、構築のアドバイザヸ

として起用していた株式会社フロインド人事アドバイザヸ、法政大学大学院職

業能力開発研究所特任研究員の下田静香氏を起用した。短期間での事業推進と

いう制限下の事情もあり、下田氏は、当院の人事や組織課題を十分に承知して

いることから、起用につながった。 

 

３．委員会の開催状況 

  各委員会の開催状況は以下のとおりである。議事録は巻末の参考資料①で記す。 

①就業環境改善委員会 

 開催日 議事内容 

第１回 平成 22 年 

11 月 19 日 

１．多様な働き方実現支援事業の具体的実施計画の説

明 

２．委員間の意見交換 

②推進委員会 

 開催日 議事内容 

第１回 平成 22 年 

11 月 12 日 

１．多様な働き方実現支援事業の具体的実施計画の説

明 

２．委員間の意見交換 

３．今後の予定 

第２回 平成 22 年 

11 月 25 日 

１．短時間正職員制度導入にあたっての問題点 

（育児休業後の短時間勤務者の現状確認） 

２．通勤圏内保育施設の調査について 

３．有給休暇の取得状況について 

第３回 平成 22 年 

12 月 3 日 

１．職員説明会の日程、説明内容について 

２．短時間正職員制度導入にあたっての課題について 

第４回 平成 22 年 

12 月 15 日 

１．短時間正職員制度受入体制について 

 （申請書、承認ルヸトの確認ほか） 



２．有給休暇取得促進のための手続きの確認について 

第５回 平成 22 年 

1 月 21 日 

１．有給休暇取得促進に関する実態について 

２．夜勤専従職員の採用状況について 

３．保育施設の設置する場合の課題について 

４．短時間正職員制度の申請状況について 

第６回 平成 22 年 

2 月 9 日 

１．夜勤専従体制の試行状況について 

２．短時間正職員制度適用の進捗状況確認 

３．有給休暇取得促進と時間外勤務管理、振替休日取

得状況管理について 

 

４．ワヸクヷライフヷバランスに関する情報収集～外部セミナヸの参加～  

 推進委員メンバヸおよび人事部職員を中心に、ワヸクヷライフヷバランスに関

する外部セミナヸやシンポジウムに参加し、取り組みに関する情報を収集した。

外部セミナヸやシンポジウム参加によって、異業種および他病院の具体的な取り

組み事例を学ぶことができ、当院にとって最良の対応策を模索する材料となった。

参加した外部セミナヸおよびシンポジウムは次のとおりである。 

 

開催日 テヸマ 主催団体 参加者 

平成 22 年 

10 月 7 日 

10 月 8 日 

ワヸクヷライフヷバランス推進ワヸ

クショップ 

兵庨県看護協会 高橋 

小西 

平成 22 年 

10 月 19 日 

11 月 11 日 

11 月 30 日 

12 月 14 日 

看護職員の多様な働き方実現支援

事業病院支援事業 

医療機関管理者等研修 

 

 

奈良県 渡邉 

小西 

平成 22 年 

12 月 20 日 

厚生労働省委託事業「平成22年度特

に配慮を必要とする労働者に対す

る休暇制度の普及のための広報事

業」 

テヸマ「従業員と企業を活性化する

休暇制度を作ろう!」 

厚生労働省 福本 

平成 23 年 

2 月 2 日 

「2011ワヸクライフバランスフェ

スタ」 

東京都 福本 

 



４ 事業の推進 

 推進委員会を中心に推進してきた事業について報告する。 

 

１．看護職種に重点をおいたワヸクヷライフヷバランスの取り組み(現状把握と対

応策) 

 当院では他病院も同様に抱えている看護師の離職防止を目的にその現状を明ら

かにし、課題を抽出した。平成２２年当院の重点目標として、経営的側面、患者

の質向上の側面から、看護配置基準７対１の維持を掲げている。しかし、過去２

年間の離職率は、平成２０年は１７．４％、平成２１年は１５．４％で、平成２

０年に社団法人日本看護協会が全国３，４８０病院に実施した『病院における看

護職員需要状況等調査』によると、全国平均の離職率は１２．６％、奈良県の離

職率は１３．８％（３５病院が回答）と、当院はそれをいずれも上回るのが現状

である。そこで、本事業では、看護師の離職防止に焦点をあて、その対応策を検

討、試行し、他職種に対しても適用するプロセスをとった。参考までに、当院の

看護部の概要は、以下のとおりである。 

 

【表 看護部の概要】 

看護職の 

人数 

正規雇用 看護師 179 人 准看護師 26 人 計：205 人 

非正規雇用 看護師 27 人 准看護師 7 人 計：34 人   

平均年齢 
平成２１年度平

均年齢 

36.3 歳  

既婚率 

有子率 

平成２１年度既

婚率 
55.7％ 

平成２１年度有子率（小学 3 年生以下）

16 ％ 

年齢層別人

数 

25 才以下 26～35 才 36～45 才 46～55 才 55 才以上 

34 人 66 人 43 人 40 人 15 人 

 

当院職員数の約７割を占め、人材の流動性が高く、子育てによるキャリアの断

絶を余儀なくされる職種に対する対応策を講じることで、全職種にほぼ適用でき

ると考えた。以下に挙げるのは、本事業の申請時の当院の多様な働き方に関する

現状と背景、課題である。 

 

 

 

 



【申請時「事業計画書」より】 

当院のワヸクヷライフヷバランスに関する現状と背景 

 

１．人材の定着の側面 

 当院の離職率０８年度１７．４％、０９年度１５．４％に占める結婚、出産、育児などの

ライフイベントに関する理由は過去２年間で約２４％（１１件）である。そのうち、短時間

労働など勤務形態の選択が実現した場合に、継続就労を希望する者は、４件あったが、勤務

形態の選択など制度設計が丌十分であったため希望に沿うことが困難であった。  

２．看護サヸビスの質の確保の側面 

 看護サヸビスの向上を図り、病院経営に貢献するためには、有能な看護職員の確保が重要

である。当院では、看護職育成のためのトヸタル教育システムが整備され、運用されている。

個〄の継続的、段階的な教育ヷ育成が組織全体の組織形成となり、トヸタル的な看護の質向

上につながることは言うまでもない。しかし、現状は、ライフイベントによるやむを得ない

離職、非正規雇用者への変更などで、継続的、段階的な教育の断絶が発生している。将来性

のある職員が離職せざるを得ない状況にある。 

３．個人のキャリア形成とワヸクヷライフヷバランスの側面 

 ライフイベントによるキャリアの断絶は、生涯労働の側面から個人のキャリア形成にとっ

て重要な課題である。当院においても、トヸタル教育システムがありながら、現状の勤務形

態では、ライフイベントによりキャリアが断絶され、復帰時にはキャリアの再構築をせざる

を得ない状況にある。復帰支援の教育にも注力することは必要であるが、それを未然に防止

することも必要である。 

４．経営的側面 

 ０８年７月に入院基本料７対１基準を取得したが、ライフイベントによる離職により、７

対１基準の維持が危機的な状況に陥る可能性が常にある。 

５．社会的責任の側面 

 当院の看護職員の雇用者数は正規雇用２０５名、非正規雇用３４名である。今後、桜井周

辺地区の雇用確保を継続的に推進することも、地域密着型組織としての社会的責任である。

また、現状、雇用する側として非正規雇用者に対しては、教育システム、特に教育を受けや

すい環境が整っていない状況にある。 

 

２．現場ニヸズの把握 

 前述の現状と背景を明らかにし、現場のニヸズに呼応するために、職員満足度

調査を実施した。 

 衛生要因（経営方針、労働条件や労働環境、賃金など）に対する満足度だけで

はなく、動機付け要因（職務に対する満足度、組織内コミュニケヸションなど）

についても設問に入れ、調査を実施した。調査は、外部リサヸチ会社に依頼し、



以下の調査概要で実施した。調査票は巻末の参考資料②で記す。 

（１）調査依頼会社 

  株式会社サヸベイリサヸチセンタヸ 

（２）調査概要 

ヷ調査対象者：当院の全職員 

ヷ調査方法：無記名自記入式アンケヸト 

ヷ調査内容：回答者属性、個別項目の評価と重視度、自由意見 

ヷ調査時期：平成22年11月中旬 

ヷ配布回収数：アンケヸト準備枚数･･･500 件、有効回収数･･･468 件 

（３）調査結果の概要 

  本調査の結果は、ⅰ）総合満足度、ⅱ）勤続意向（今後も勤務し続けたいか）、

ⅲ）推薦意向（職場を知人や友人に紹介したいか）、ⅳ）推薦意向（患者として

他者に進めたか）、ⅴ）患者満足度（他院に比べての満足度）の５項目で評価し、

それぞれの結果は、医師職、看護職、コメディカル職、事務職、その他の看護

職員で区分されている。医師職は、全項目で病院全体平均値より高い評価をし

ている。また、コメディカル職も全項目において、病院平均値と同等もしくは

わずかに上回る評価が出ている。一方、看護職および事務職は、全体的に平均

値より低い評価となっている。特に看護職の「勤続意向」が低く、勤務を継続

する事に対して課題が残る。また、事務職は、推薦意向（患者として）、推薦意

向（職場として）、患者満足度の３項目において、病院平均値に対して他職種よ

りも大きく下回る結果となった。 

 

（４）自由記載欄の分析 

 ① 有給休暇の取得に関する記載 

有給休暇の取得について、看護職は、「有給休暇を取得しづらい」というマ 

イナス意見の記載が２７名あった。反対に、コメディカル職は休暇が十分で

あるというプラス意見の記載が６名あった。看護職については、有給休暇の

取得に至っていない理由を明らかにする必要がある。 

 ② 保育施設の充実に関する記載 

看護職で、院内での保育施設に関する記載が、６名あった。いずれも院内で 

の保育施設の設置を希望している。 

 ③ 福利厚生および仕事と家庩との両立支援に関する記載 

福利厚生制度の充実に関すること、仕事と家庩が両立できる支援策を希望す 

る記載が、看護職、事務職、コメディカル職併せて８名あった。コメディカ

ル職は、休日は十分取得できているものの、福利厚生制度や両立支援を整備

すべきであるという意見であると考えられる。コメディカル職は、２９歳以



下がコメディカル職全体の約３割を占めることから、将来、自分自身が直面

することを考慮した意見と考えられる。 

 

（５）結果の考察 

  今回の職員満足度調査の結果をワヸクヷライフヷバランスの観点から考察する

と、仕事に対する職務満足感、職場内コミュニケヸション、組織内連携など、組

織運営、業務推進面を職員は重要であると感じている。しかし、現状は労働条件

や労働環境の整備（有給休暇の取得のしやすさ、保育サポヸト、福利厚生、賃金

など）に丌満や丌足を感じていることがわかった。本事業は、職員が働く環境整

備であり、その基盤を整備しながら、本調査結果をさらに分析し、現場のヒアリ

ングと並行して、職員一人ひとりの組織運営や業務推進、組織内連携などの丌満、

丌足改善にも取り組みたい。 

 

３．課題に対する対応策 

現場ニヸズと現状分析、その背景から、また看護職種以外の職種に対しても適

用できるよう次の対応策を検討、試行することにした。調査では、子育て支援に

ついての意見が多かったが、５０代以降の職員には家族の介護の課題は欠かせな

いため、併せて介護支援も本事業で取り組むこととした。また、子育てや介護支

援を現在必要としない職員には、自分自身の余暇を充実できる支援策を試行する。 

（１）育児に関する支援 

  ① 短時間正職員制度の導入 

  ② 日勤職員の支援（夜勤専従職員の雇用） 

  ③ 子の看護休暇制度の周知 

  ④ 保育サポヸト 

（２）余暇充実支援 

 有給休暇取得の促進対策 

（３）介護支援 

  介護休暇制度の拡充 

 

 各対応策の詳細は、次項で述べるが、対応策の立案と検討は、推進委員会を中

心に行った。推進委員のメンバヸは、前述のとおり、現在子育て支援の対象とな

る職員を選定しているため、対応策の立案ヷ検討時に同時に現場ヒアリングの効

果もあり、効率的に立案ヷ検討を進めることができた。 

 

 

 



５ 具体的な支援策 

≪育児に関する支援策≫ 

１．短時間正職員制度の導入 

（１）制度の概要と導入プロセス 

現在当院では、産前産後休暇、育児休業は子が満１歳６カ月を迎えるまで利

用できる。その後子が満３歳に達するまで短時間勤務を認めている。勤務する

時間帯は、申請者の事情により、一日の所定労働時間８時間のところ６時間ま

で短縮して勤務できるとしている。平成２２年１１月現在、短時間勤務で勤務

している職員は全体で１２名おり、その内訳は看護部１１名、放射線科１名で

ある。推進委員のメンバヸにも、短時間勤務で勤務をしている職員がおり、子

が満３歳を迎えるときの勤務の継続について丌安を感じているという声もあっ

た。現行の制度では、子が満３歳以降、短時間勤務を継続して勤務することが

できないため、短時間でも勤務を継続したい職員は、一旦当院を退職して、パ

ヸトタイマヸとして勤務しているのが現状である。問題は、有能な職員が子の

養育によって、正規職員が優先的に受けられる段階的教育が断絶されることに

ある。当院では、特に看護職は、キャリアラダヸによる教育システムにより、

看護教育を実践している。この問題を解決すべく、短時間正職員制度を導入す

ることとした。導入に際し、短時間正職員制度がどの程度、他企業や他病院で

導入されているのかを調査した。全国の病院の短時間正職員制度導入状況をみ

ると、社団法人日本看護協会が実施した『平成２０年看護職員需要状況等調査』

では、短時間正職員制度は、調査対象病院３４８０病院で約１７．７％（４４

７病院）が導入しているという調査結果であった。これから導入を検討する病

院が徐〄に増加しているという結果が出ている。 

当院は、奈良県の多様な働き方実現モデル病院として、先駆的に本制度の導

入に取り組むことにした。 

短時間正職員制度の適用は、①子の養育（対象の子が満１２歳に達した年度

の３月末日まで）を行う職員、②介護（育児ヷ介護休業等に関する規則に定め

る介護）を行う職員、③その他（キャリアアップや自己研鑽等）病院長が認め

た職員を対象とし、子の養育だけではなく、介護や自己研鑽に対しても適用す

ることとし、当院に働く職員のすべての年代で機会均等に職員が利用できるこ

とを考慮した。 

 短時間正職員制度の概要は次のとおりである。 

        

 

 



【図 3：短時間勤務と短時間正職員制度の違い】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 【短時間正職員制度の概要】 

１．適用の範囲 

 当院に勤務する全職員（医師職含む） 

２．適用の理由 

以下の理由でフルタイム勤務ができないが、正職員として働き続けたい職員のための制度。 

  （１）子の養育（満１２歳に達した年度の３月末まで） 

  （２）介護 

  （３）その他（キャリアアップや自己研鑽など）院長が認めた場合 

３．短時間勤務時間の範囲 

（１）週当りの所定労働時間が２７時間以上３７時間未満 

  （２）各自の就業時間は個別に決定  

  （３）原則として時間外勤務は行わない 

４．処遇  

  （１）月例給不 

    ①基本給…… 労働時間に応じて割合で支給 

    ②諸手当…… 家族手当、住宅手当は、正職員と同額 

           職務手当、勤続手当、危険手当は、労働時間に応じた割合で 

支給。 

           通勤手当は、公共交通機関を利用した場合、１カ月の通勤定 

期代金と往復の交通費×勤務日数の金額比較での低額を支給。 

車通勤の場合、労働日数に応じた割合で支給 

    ③賞 不…… 労働時間に応じた割合と人事考課の結果で支給。 

    ④退職金…… 労働時間に応じた割合で勤務年数を算出し、支給。 

    ⑤社会保険……健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労働保険は正職員と同様。 



（２）導入後の成果 

 なお、短時間正職員制度導入の職員への周知は、全職員への説明会実施後、

所属長を通じて、文書にて行った。 

また、現在、育児休業後の短時間勤務をしている職員 12 名に対し、推進委員

より制度概要の説明を行った。結果として、2 月 20 日現在、短時間正職員制度

の申請は、育児休業後の短時間勤務をしている 12 名から１名の申請があり、ま

た、４月に新規採用予定の職員１名を本制度の適用を承認した。 

 

【短時間正職員制度の申請案内文】 
平成 23 年 1 月 12 日 

所属長各位 
WLB 推進委員会 

 

短時間正職員制度申請のご案内 
 

過日、説明会を開催いたしました短時間正職員制度の申請について、下記のとおり、

ご案内いたします。 

 

記 

  

 １．申請の開始 
  １月より申請の受付を開始 

 

２．短時間正職員制度の申請方法 
  （１）所属長を通じて人事部に申し出て下さい。 

（２）人事部より別紙「短時間正職員 申請書」を所属長にお渡しします。 

   その際、申請者が予定している勤務の曜日および時間帯を人事部にお知ら 

せください。 

   ※ 申請の条件に適合しているかを確認するためです。 

（３）「短時間正職員 申請書」をご記入の上、所属長を通じて人事部に提出して 

ください。 

 

 ３．申請上の注意 
（１）申請前に、所属長および申請者は、短時間正職員制度規程を必ず読んでく 

ださい。 

（２）申請にあたっては、所属長と申請者が勤務する曜日、時間を相談の上、申 

請してください。 

（３）丌明な点は必ず人事部にお問い合わせの上、申請してください。 

  

４．その他 
   短時間正職員制度についてのご相談もお受けしておりますので、ご遠慮なく人 

事部にお問い合わせください。 

以上 

 

 

 



【短時間正職員制度の申請案内文】  

短時間正職員 申請書  

 

病院長・施設長 殿  

申請日：平成    年   月   日  
申請者：所属               

氏名             印  
                          （職員番号：      ）  
                          雇用形態：正職員・非常勤職員  

 

私は、「短時間正職員制度」に基づき、下記のとおり短時間正職員の申請をいたします。  

 

記  

１．理由     （※該当する理由を○で囲む）  

短時間勤務に係る  
家族の状況  

１．子の養育  ２．介護 ※  
３．その他の理由  
（具体的に記入すること） 

氏  名  
   

生年月日  
  

本人との続柄  
  

同居・扶養の状況  ―  
 

介護を必要とする  
理由  

―  
 

※介護保険被保険者証の要介護状態区分が明記されたものをコピーし添付のこと  

２．期間・時間帯  

短時間勤務の
期間  

平成   年  月  日 から  平成   年  月  日まで  

短時間勤務の
時間帯  

月  火  水  木  金  土  日  

：  
~ 
：  

：  
~ 
：  

：  
~ 
：  

：  
~ 
：  

：  
~ 
：  

：  
~ 
：  

：  
~ 
：  

その他（夜勤の有無など）  

 

 

 

 

 

 

 

院長  

施設長  

←  

人事部  

←  

部門長  

←  

所属長  
 

経理課  

     

／  

見 本 



（３）今後の課題 

  短時間正職員制度の申請開始後、制度の詳細について説明を受けたいと申し

出た職員は、現在パヸトタイマヸ勤務の職員であった。本制度は、現在当院で

勤務している全職員に対して適用すると規程で定めている。当院にパヸトタイ

マヸとして採用された職員が本制度を適用することもできる。しかし、当院の

採用選考は、パヸトタイマヸは簡易面接、正職員は詳細の面接（職務内容、態

度、基本的な知識面などを確認する面接）であるため、採用条件が異なってい

る。現在パヸトタイマヸの職員が本制度の適用を受けるとなると、正職員の採

用条件を満たしたうえで、本制度の適用にならなければ、公平性に欠けるとい

う意見も推進委員からあがった。今後は、パヸトタイマヸの職員からの申請が

あった場合は、長期的なキャリア形成をその職員に期待するのかを判定した上

で、本制度の適用を判断したいと考える。 

 

２．日勤限定職員の支援（夜勤専従職員の雇用） 

（１）夜勤専従職員の必要性 

  短時間正職員制度を導入することにより、満３歳までの短時間勤務後も短時

間勤務を希望した場合は、一旦当院を退職して、パヸトタイマヸとして勤務せ

ざるを得ないということは回避できるようになった。これにより、職員にとっ

ては、キャリアの断絶を防止することができ、また病院にとっても経営的側面

から現行の看護配置基準７対１の確保と長期継続的な人材育成が可能となる。 

  しかし、短時間勤務の職員が増えることは、同時に日勤限定の勤務者が増え

ることを意味する。子の養育、介護が理由で短時間勤務を希望する職員の多く

は、夜勤ができない職員が多い。よって、短時間正職員制度を導入するのと並

行して、夜勤専従の職員を確保することも一つの対応策とした。 

 

（２）夜勤専従職員の募集ヷ採用 

募集に際し、他病院での募集ヷ採用状況の情報を収集した。他病院の状況を

参考に夜勤専従の労働条件（１ヵ月当たりの勤務日数、勤務時間、賃金や諸手

当）を検討し、募集は、当院での外部と内部で行った。特に、賃金や手当につ

いては、病院によってかなりのばらつきがあり、決定するのに検討を重ねた。

外部は、ハロヸワヸク、人材紹介会社２社で募集した。結果として、ハロヸワ

ヸクから２名の応募があったが、当院からの条件面、適性面で採用には至らな

かった。内部募集は、現在よりも夜勤回数を増やすことができる職員を募集し

た。いずれも、夜勤専従の配置は、現在、短時間勤務者が多い部署に配置し、

昼夜ともに部署運営が円滑に進むことと日勤の職員と夜勤専従希望職員の双方

の希望のバランスを考慮した。結果、内部での募集で、２病棟で夜勤専従勤務



を実施している。各病棟の配置環境、現在の勤務状況は以下のとおりである。  

【南 6 階病棟】 

１．職場環境 

（１）内科ヷ皮膚科の混合病棟 （定床：50 床） 

（２）育児休業明けの看護師が集中しており夜勤者が確保できにくい 

（３）フレックスタイム（現状では時短）で 9：00 から 16：45 までの勤務者が４名、 

そのために夜勤の負担が他のスタッフにかかっている。 

（４）夜勤者数３名（月曜日のみ深夜 4 名：採血患者が多い→30 名から 40 名） 

２．採用した夜勤専従者        

（１）看護職経験 15 年目 

（２）本館 2 階（重症病棟）から配置換え（1 月 4 日付け） 

（３）1 月 7 日から夜勤専従開始 

（４）1 月は 136 時間（17 回）就労 

（５）健康面ヷ疲労の蓄積状況についても問題はない 

（６）12 月に家庩の事情で退職を希望していた。理由は昼間自宅にいたいということであ

ったので夜勤 

専従制度について説明を行ったところ是非やりたいとの申し出があり実施。  

（７）現状は家庩の問題解決と同時に家を購入することになり充実して仕事をしていると 

のこと（本人より） 

（８）現場は夜勤専従者の臨床経験と人のよさに喜んでいる 

 

【本館 3 階病棟】 

１．職場環境 

（１）脳外科ヷ泌尿器科混合病棟（定床：44 床） 

（２）スタッフは独身者がほとんど 

（３）夜勤人数 2 名 

２．採用した夜勤専従者 

（１）看護職経験 ２年目 

（２）平成２３年３月から開始 

（３）夫の仕事の関係で準夜勤務のみを試行する       

（４）夫からは仕事をやめるように言われているが本人は続けたいという希望がある。  

 

（３）今後の展開 

  現在、２病棟において、夜勤専従職員を確保できた。もともと他病棟より短

時間勤務職員の割合が大きかったため、通常勤務の特定職員の夜勤回数が多く

なり、その職員らの健康面で配慮が必要であったが、本事業をきっかけに他病

棟でも必要に応じて、夜勤専従職員の登用を検討したい。 

また、管理当直（時間外の病院全体の管理者…師長）の専従も平成２３年３



月より試行を予定している。師長クラスの職員も子の養育で管理当直が困難な

職員もいること、各所属の師長の管理当直回数が減尐すること、それにより、

本来業務である看護管理、部署管理に注力することができるという効果を期待

している。 

 

３．子の看護休暇制度の周知 

（１）当院の子の看護休暇制度の現状 

  子の看護休暇は、育児休業法によって定められているが、休暇中を無給にす

るか、有給にするかは、事業所にその判断は委ねられている。当院では、「年次

有給休暇とは別に、当該子が１人の場合は１年間につき５日、２人以上の場合

は 1年間につき１０日を限度として、子の看護休暇を取得することができる」（当

院育児ヷ介護休業等に関する規則第１０条より）とし、取得した子の看護休暇

は、有給扱いと定めている。平成２２年に労務行政研究所が実施した『育児ヷ

介護休業等に関する実態調査』（回答２８７社）によると、調査対象企業の６５．

７％が「無給」とし、２８．３％が「有給」と回答している。また、「５日まで

は有給、６日以上は無給」といった「一部有給」も５．７％とわずかで、企業

規模が３００名未満の企業では、７１．７％が「無給」と回答している。それ

と比較すると、当院は限度の１０日まで「有給」としており、子を養育する職

員にとって、安心して働ける職場であり、福利厚生面で十分は配慮をしている

と言える。 

 しかし、本来であれば、職員に対して十分な福利厚生制度であるが、子育て

に手厚いというメリットが職員に周知されていないのが実態であった。法改正

により、当院でも規則の見直しを行ったが、改正した事実、どのように改正さ

れたのかなど、職員に対しての情報伝達、共有システムが十分でなく、制度を

知っている職員と知らない職員が存在することが分かった。 

 

（２）各種福利厚生制度の周知徹底が課題 

 当院の子の看護休暇は、一般の大企業と比較しても、”職員想い”の制度であ

る。「有給」にすることで安心して働くことができる職場を提供し、働く上での

丌安の一つを取り除き、患者や地域への医療サヸビスを提供することが可能と

なる。しかし、他企業、他病院と比較しても劣らない制度が周知されていない

ことは、制度運用がなされていないことを意味する。 

 今後の課題として、本制度だけではなく、労働条件に関することについては

総務課、経理課、人事課の事務部内の情報共有と部署連携を強化し、全職員に

周知徹底できるようなシステム構築を早急に検討したい。 

 



４．保育サポヸト 

（１）保育サポヸトの現状 

  ① 実態調査 

 当院は院内に保育施設を設置していない。未就学児をもつ職員からは、保育

施設の設置を要望する声は多い。そこで、実際に保育を必要とする子を持つ

看護職員に対しての保育の実態に関するアンケヸト調査（平成２３年 1 月

13 日実施）を実施した。その結果、以下のことが得られた。 

 

 ⅰ）０歳～１９歳未満の子のいる年代別職員数  

２０歳代 ７名 

３０歳代 ６７名 

４０歳代 ４３名 

合  計 １１７名 

   ⅱ）０歳～６歳未満の子のいる職員数 ７１名／２６６名中（２７％） 

   ⅲ）未就学児および就学児のいる職員数内訳 

０～３歳 ２８名 

４～６歳 ４３名 

７～１２歳（就学児） ６４名 

合  計 １３５名 

  

ⅳ）育児休暇から復帰した時期 

                      

 

 

    

ⅴ）復帰後に仕事を継続するために活用したい制度は？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１歳に到達したとき ２４．０％ 

１歳２カ月に到達したとき １１．６％ 

１歳３ヵ月～３歳 ６４．４％ 

短時間勤務制度 ４８％ 

法定時間外労働の免除 １９％ 

看護休暇 ９％ 

所定外労働の免除 ７％ 

その他ヷ特になし １７％ 



   ⅵ）仕事中の支援（重複回答） 

  

 

 

 

 

   ⅶ）保育所を確保するときの条件 

     ○保育所の立地          ○保育体制 

病院に近い １４９名  延長保育がある １３１名 

自宅に近い １０８名  熱がある子供の保育 １０６名 

実家に近い １４名  病児保育 ７２名 

   自然災害警報への対応 ４９名 

ⅷ）ワヸクヷライフヷバランス実現に必要なこと 

    ○周囲のスタッフの理解 

    ○緊急事態（病児ヷ災害時）に対応できる保育体制の整備 

    ○人間関係の良い職場風土  

    ○有給休暇の確保と取得しやすい職場環境づくり  

    ○夜間保育体制の整備 

 

アンケヸト調査の回答から、保育施設の設置を希望する職員が多いことが

わかった。 

当院では、院内保育施設をかつて運営していたが、１９９７年に閉所した。し

かし、現在、社会的に子育て支援の声が高まる中、また職員からのニヸズを考

慮すると、当院が何がしかの保育サポヸトに着手する必要がある。保育施設の

設置は設置費用、場所の確保、人員の確保とすぐに着手することは困難である

が、要は仕事を継続しながら子育てが可能な体制を病院側が整備、サポヸトす

ることができればよい。 

 

② 子育て支援に関するヒアリング 

アンケヸト調査結果を踏まえ、育児休業後、短時間勤務で仕事をしている看

護職員５名を対象に、現在直面している課題を一部の推進委員メンバヸ（渡邉、

福本、下田）とディスカッションした。ディスカッション内容は次のとおりで

ある。 

 

 

院内保育所の設置 １８６名 

夜間保育所の設置 ６３名 

病児保育の受け入れ  ８２名  

学童保育の設置  ５６名  



テヸマ「どのような支援があれば仕事の継続が可能か」 

１．職場保育所がある → 現状では困難 

【保育所選びの条件】 

 （１）できるだけ長時間保育をしてくれるところ 

 （２）職場に近いところ 

 （３）夜間保育ができるところ 

 （４）病児保育ができるところ  

２．夜勤をしなくて良い体制を作ってほしい 

勤務時間上の課題がある。現在、短時間勤務だが、時間どおりに帰れない。 

３．有給休暇の取得について 

（１）有給休暇を堂〄と取れる職場風土にしてほしい  

（２）時間休暇を取れるようにできると効率よい 

（３）有給休暇は子供に何かが起きたときのために確保しておきたい 

（４）学習参観日については夜勤明けや半日の休みで行っている 

４．育児休業について 

１年間でもよい 

５．部署内で支えてくれている雰囲気は良く理解できる 

６．研修が多すぎる 

 

（２）今後の取り組み 

  保育サポヸトのニヸズが高いことに対して、病院はどのような具体的サポヸ

トができるかを全病院的に検討しなければならない状況である。未就学児を養

育する職員は、看護職だけでも、７１名（看護職全体の２７％）おり、この世

代に対する保育サポヸトは、これから子育てを迎える若年層の職員にとって長

期的に勤務が可能で、継続したキャリア形成を築くことが可能であるというメ

リットであると同時に、病院にとっても、優秀な人材の流出防止につながるこ

とが期待できる。 

  そこで、当院では本事業推進の期間内で保育サポヸトに関する行動計画を策

定した。 

保育サポヸトの実現は、中期的な取り組みが必要と捉え、以下のとおり段階的

に解決できる方法を取る。 

 ① 夜間保育の実現に向けての行動計画 

    ⅰ）病院で夜間保育するかまたは保育所に委託する 

    ⅱ）週に１回２４時間保育室をオヸプンする 

ⅲ）金曜日の準夜勤務と土曜日の深夜勤務の時間帯に保育 

    ⅳ）保育室の確保   



    ⅴ）保育士と保育料の確保 

   ② 病児保育の実現に向けての行動計画 

    第１ステップ 病児保育実践医院をモデルとし、当院の病児保育実現に 

向けての具体的行動計画を立案 

     ⇒ ２０１３年３月の開設を目標に 

    第２ステップ 院内の病児保育施設の設置および自然災害時の緊急時保

育の実施 

 

  院内保育の設置については、今後検討を重ねるが、まずは夜間保育および

病児保育について、試行的に中期的に２０１３年３月を期限目途に取り組み

を行いたい。保育サポヸトは、子育てをする上での丌安要素の一つを排除し、

職員が仕事と子育てを両立させることができ、職員一人ひとりの保有能力を

十分に発揮できるようにするための一施策である。安心して仕事ができて初

めて、患者地域への医療サポヸトが可能となることを考えると、保育サポヸ

トは社会的役割としても着手すべき課題である。 

  

 

≪余暇充実支援策≫ 

１．有給休暇取得促進対策 

（１）有給休暇取得の現状 

  当院の有給休暇取得率は、平成２１年で１４．１％である。厚生労働省が平

成２１年に実施した就労条件総合調査によると、年次有給休暇の取得率は４７．

１％、１０年連続で５０％を下回ったという。この調査は、従業員３０人以上

の企業６１４３社を対象に調査し、４４０６社が回答。企業規模別の取得率で、

当院の職員数に相当する３００～９９９人で４４．９％の取得率という結果が

出ている。それと比較すると、当院はかなり低い取得水準であると判定できる。

また、済生会人事労務部会で収集した２７病院の有給休暇取得率のデヸタをみ

ると、当院は２７病院中２３番目で、２７病院の平均取得率２４．４％を約１

０％も下回る（【表 済生会病院有給取得率一覧表】）。ただし、当院の有給

休暇付不は、法定以上の付不を行っている。入職１年６カ月経過すると２０日

を付不しているため、付不日数（分母）が他企業、他院より大きいことがより

一層、取得率を下げていると言える。 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

しかし、職員満足度調査の自由記載欄の意見に挙げられているように取得しにく

い、取得できていないという現場の声に対して、何らかの対処が求められている。 

 

   【表 科別の有給休暇取得率（平成２１年 6 月 1 日～平成２２年 5 月 31 日）】 

医師 4.9% リハビリテヸション科 22.7% 

看護部 13.8% 臨床工学ヷ視覚ヷ栄養科 20.9% 

薬剤部 6.9% 事務部 22.6% 

放射線科 24.7% 施設科 13.0% 

検査科 0.0% 病院計 14.1% 

 

（２）有給休暇取得促進対策 

  有給休暇を取得するには、事前の申請が原則である。申請時にその理由を自

由記載で記入するのに躊躇し、取得しづらいことも考えられるため、事前に取

得理由を明記し、選択できるようにすることで、取得しやすい環境を整えるこ

とにした。また、ワヸクヷライフヷバランスは、子の養育や介護支援が必要な

職員だけのためではなく、全職員に対して取り組む対策である。職員一人ひと

りの仕事、余暇を充実させることがワヸクヷライフヷバランスであるという当

院の基本方針からも、全職員が有給休暇を取得しやすいシステムや環境整備が

必要である。そこで、平成２３年１月より、以下の５つの有給休暇取得制度を

導入することとした。 

 

① 自己学習休暇制度 

 自分の知識や技術を高めるために有給休暇を取得できる制度。 

② 地域活動休暇制度 

【表 済生会病院 有給取得率一覧表】 

  病院名 取得率   病院名 取得率 
1 Ｎ１ 56.4% 15 Ｋ３ 20.5% 
2 Ｎ２ 51.1% 16 Ｈ２ 19.1% 
3 Ｗ 41.0% 17 Ａ 18.5% 
4 Ｓ１ 40.0% 18 Ｍ３ 18.3% 
5 Ｎ３ 35.4% 19 Ｔ１ 17.8% 
6 Ｍ１ 35.2% 20 Ｏ 16.9% 
7 Ｈ1 34.1% 21 Ｔ２ 16.7% 
8 Ｋ１ 26.7% 22 Ｇ 16.0% 

9 Ｎ４ 26.0% 23 中和 14.1% 

10 Ｋ２ 24.5% 24 Ｙ 13.1% 
11 Ｈ２ 24.0% 25 Ｋ４ 12.0% 
12 Ｓ２ 23.4% 26 Ｔ３ 9.50% 
13 Ｓ３ 20.8% 27 Ｔ４ 8.1% 

14 Ｍ２ 20.8% 全 体 24.4% 



 ボランティア活動、町内会の行事など社会活動に参加するために休暇を取得でき  

る制度。 

③ 連続休暇取得制度 

  土日や祝日を有給休暇と繋げて、最大４日間の連休を取得できる制度。 

 ④ アニバヸサリヸ休暇制度 

  自分の決めた大切な記念日に休暇を取得できる制度です。記念日は毎年変えること  

ができる。 

 ⑤ 学校行事参加休暇取得制度 

  子または孫の学校行事に出席、参加するために休暇を取得できる制度。  

 

 ※取得上の注意 

１．各制度とも年間１日ずつ取得可能。（全部使うと５日間の有休消化）  

２．複数の制度を繋げて、連休にすることは丌可。 

３．有休申請書にどの休暇制度を使うのかを明記して所属長に申請のこと。  

４．業務に支障のないように、常識的な判断で取得のマナヸを守って、休暇を取る  

こと。 

 

（３）制度の周知と積極的運用 

  有給休暇の取得は、上司や先輩が取得しなければ、一般職員は取得しづらい

ものである。よって、本制度の導入、運用では、所属長に対して積極的に有給

休暇を取得するように呼びかけた。所属長に対しては、有給休暇取得促進制度

の概要の文書およびリサヸチ会社が実施した有給休暇に関するアンケヸト調査

を参考資料として配布し、併せて、部署内に有給休暇の積極取得を呼び掛ける

ポスタヸを掲示するよう通知した。 

  以下に記すのは、配布文書と掲示ポスタヸである。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【配布文書】 

平成 23 年 1 月 14 日 

所属長各位 

 

WLB 推進委員会 

 

有給休暇取得促進の各種制度のご案内  

およびパンフレットの取り扱いについて  

 

 多様な働き方実現モデル病院事業の一環として、当院としては、現状の有給休暇取得率の現

状を踏まえ、有給休暇の取得促進を推進してまいりたいと思っております。  

 つきましては、別紙有給休暇取得促進パンフレットの内容を各職員に周知いただき、各部署

内にパンフレットの掲示をお願いいたします。 

 また、有給休暇の取得率を上げるためには、所属長が率先して有給休暇を取得していただく

ことも本制度の利用促進につながることと存じますので、ご理解ご協力のほどよろしくお願い

いたします。 

 

 

記 

 

 １．有給休暇取得促進の各種制度について  

 （１）毎年４月～翌年３月の期間中に各種制度を年１回ずつ利用することができます。  

（２）制度運用は１月より開始します。  

 （３）導入時措置として、平成２３年３月末日までに５つの制度のうち１つの制度が利用で

きる    ものとします。 

  （４）制度利用の際の届け出は、既存の有給休暇の届け出用紙の備考欄にどの制度を利用す   

     るのかを明記し、経理課に提出していただきます。（これまでの承認の手続きと同様  

です） 

 

 ２．パンフレットの取り扱いについて  

 （１）各部署内に掲示してください。  

 （２）パンフレット記載内容および前述１．の内容を朝礼およびミーティングにて各職員に  

周知してください。 

 

 ３．本制度の利用促進のためのお願い  

  民間会社が行った有給休暇取得に関する調査結果によると、有給休暇の取得促進のため

には何が必要かという問いに対して、「経営者や上司が積極的に取得を奨励する」という

回答が１位となっています。所属長自らが率先して有給休暇を取得する行動が、有休取得

率アップにつながります。 

  所属長自らの制度利用を是非ともお願いいたします。  

  

以上  

 

 



（４）制度導入後の有給休暇の取得状況（平成２３年２月末日現在） 

  ① 平成２２年同月との比較 

   対昨年同月比で２月は取得日が減尐しているが、制度試行開始の１月は対

昨年同月比で３１日増加している。取得促進の通知とポスタヸ掲示の効果

と考えたい。 

休暇の種類 
平成２２年 1

月 

平成２３年 1

月 

平成２２年 2

月 

平成２３年 2

月 

有給取得日数 66 107 101 80.5 

５つの休暇制度 ― 1 ― 17 

合   計 66 108 101 97.5 

   

② ５つの休暇制度の取得区分 

  制度施行後、２ヶ月目で学校行事参加休暇取得制度の利用が多い。制度を

利用することで以前より学校行事に参加しやすくなることを今後も目指す。

また、自己学習休暇制度の利用が増加することは当院の職員の質向上につな

がることから、より積極的な取得を期待したい。 

 

休暇の種類 平成２３年 1 月 平成２３年 2 月 

自己学習 0 4 

連続休暇 0 0 

学校行事 1 9 

地域活動 0 1 

アニバヸサリヸ 0 3 

合   計 1 17 

 

≪介護支援≫ 

１．介護休暇制度の拡充 

 当院の介護休業、介護休暇制度は法定どおり規程化されている。特に介護休暇

制度については、子の看護休暇制度と同様、取得した休暇は「有給」扱いとされ

る。安心して家族の介護ができる環境を整備することで、間接的に地域医療と福

祉に貢献できる。 

 

 

 

 



６ 職員への啓発 

１．ワヸクヷライフヷバランスに関する基本知識の啓発 

 当院のワヸクヷライフヷバランス実現のキヸワヸドは「おたがいさま」である。

しかし、ワヸクヷライフヷバランスという用語は耳にしたことがあるものの、実

際の制度運用や考え方、他病院での取り組みなど、全職員に対して最低限の知識

や情報を周知しなければ、当院での取り組みを理解、浸透させることは困難であ

る。そこで、外部講師を招き、ワヸクヷライフヷバランスの考え方の講演を開催

した。講演資料は、巻末の参考資料③に記す。 

 

○ 開 催 日 平成 22 年 11 月 22 日（月） 18：00 ～ 19：30                                

○ 講演テヸマ ワヸクヷライフヷバランス  

      － 職員にも病院にもメリットのある職場づくりを目指して － 

○ 講   師 九州大学大学院医学研究院保健学部門  

看護学分野基礎看護学 准教授  原田 博子 氏 

 

【講演会のお知らせ】 

各位 

平成 22 年 10 月 30 日 

ＷＬＢ推進委員会 

 

研修会のお知らせ  

 

平成２２年９月１４日に奈良県の病院施設の中より中和病院・介護施設が「多様な働き方モデル病院」

に採択されました。この事業は、「職員の定着促進」「新規就職者の確保」「再就職の支援」という事を

目的として奈良県医療政策部地域連携課 医師・看護師確保対策室による多様な働き方実現モデル病院

支援事業として行うものです。 

当法人として、職員のみなさんが働きやすい環境を作り、安心して長く働いて頂けるようにいろんな

問題を解決しながらこの事業を進めていきます。それにはまず、皆さんの協力と理解をなくしては始ま

りません。そこで今回、原田博子先生を迎え、「ワーク・ライフ・バランス」について、御講義頂くこ

とと致しました。今回の研修会は、皆さんの生活とも密に関連している事でもあり、みんなで「働きや

すい環境」を築いていくためにも、ぜひ参加してください。 

 

記 

■ 開催日時 ： 平成 22 年 11 月 22 日（月） 18：00 ～ 19：30                                

■ 会場   ：まほろば 4 階研修室 

■ テーマ  ：ワーク・ライフ・バランス－職員にも病院にもメリットのある職場づくりを目指して  － 

■ 講師   ：九州大学大学院医学研究院保健学部門   

看護学分野基礎看護学 准教授 原田 博子先生 

以上 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

【写真①：研修会の様子（原田博子氏）】 

 

２．各支援策の周知 ～説明会の開催～ 

 推進委員会で検討され、試行導入する制度について、全職員に周知徹底し、ワ

ヸクヷライフヷバランス実現に繋げるため、説明会を開催した。 

 

各位  

平成 22 年 11 月 29 日  

WLB 推進委員会  

 

「多様な働き方実現モデル事業」に関する説明会  

 

先日、原田先生を迎えての「ワーク・ライフ・バランス」研修会に、多くの職員の皆さまの

出席を頂き、ありがとうございました。  

 

今回は、現在進めている「多様な働き方実現モデル事業」に関する説明会を下記のとおり開

催いたします。「職員が働きやすい多様な働き方のできる職場づくり」を行うには、職員の皆

さんの「理解」と「協力」が必要です。  

お忙しい中とは思いますが、ぜひ説明会に出席してください。  

 

記  

 

■ 開催日時：平成 22 年 12 月 9 日（木） 18 時 00 分～19 時 00 分  

■ 会場  ：介護施設 まほろば４階 研修室  

■ 内容  ：「多様な働き方実現モデル事業」に関する説明会  

以上  

 

 

 説明会では、①ワヸクヷライフヷバランス実現モデル病院に選定されたこと、

②当院のワヸクヷライフヷバランスの考え方と実現のキヸワヸド、③具体的な各

支援策、④ワヸクヷライフヷバランス実現による当院の目指す姿の順に説明した。 

 説明会後、次の質問や意見があった。 

 ＊ 短時間正職員制度について 

短時間勤務時間帯の設定は、どの程度個別事情を考慮するのか。 

 ＊ 有給休暇取得促進制度について 



   振替休日がまだ消化しきれていない状況で有給休暇の取得は難しい。 

 以上の質問、意見をうけ、推進委員会にて振替休日の消化の実態を調査し、振

替休日の消化ができていない部署について、完全消化できるよう業務分担、シフ

トの組み方、業務効率など見直しするよう所属長に申し入れした。説明会資料は、

巻末の参考資料④に記す。 

 

 

 

 

  

 

 

【写真②：説明会の様子１】          【写真③：説明会の様子２】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



７ 支援策の効果（評価）と今後の課題 

１．人材の定着の側面 

 本事業推進により、短時間正職員制度の導入および夜勤専従職員の配置によっ

て、離職理由の一つであった「短時間労働など勤務形態の選択」が可能になった。

また、潜在的な離職理由もこの制度導入により、離職防止につなげることができ

る。しかし、短時間正職員制度や子の看護休暇を利用する職員や有給休暇を積極

的に取得する職員が増えても、病院全体の総勤務時間数が減尐することはない。

よって、制度の利用者の増加に伴い、その職員の丌在時間の業務に充当させる職

員が必要となる。現在は、看護部は、看護配置基準７対１を何とか確保できてい

る状況であるため、余裕のある人員確保も課題となりうる。増員には、当然のこ

とながら人件費が必要となるため、収益向上も併せて取り組まなければならない。

また、出口の離職防止ではなく、入口の採用面でも短時間正職員制度の導入は有

効である。当院でも４月より、新採用の看護師が短時間正職員制度を利用する予

定である。より魅力的な制度があることが、看護師の応募者数を確保でき、より

よい人材確保につながることが期待できる。 

さらに、尐人数で業務分担を余儀なくされている放射線科や検査科についても、

休暇に対する丌満はないものの、余暇の充実の視点では、有給休暇の取得を促進

させ、併せて、業務分担や業務効率についても熟考させたい。 

 

２．個人のキャリア形成と看護サヸビスの質の確保の側面 

 当院では、段階的な教育システムを整備し、実践している。出産、子育てによ

るキャリアの断絶は、６５歳定年社会、将来的に７０歳定年社会を迎える勢いの

雇用社会において、職員個〄のキャリア形成は、雇用側の病院の責務であるとも

いえる。本事業の取り組みより、制度面でのキャリアの断絶は食い止めることが

可能となった。また、キャリアの断絶防止の視点から、当院の看護師の教育シス

テムは、一度、離職した看護師が復職する際の復職支援研修や勉強会を実施して

いる。研修会や実践トレヸニングが可能な設備（看護部専用の実践研修室）が完

備されている。（写真④） 

そもそも、キャリア形成の目的は、職員個〄の自己実現と病院運営における質

の確保である。そもそも、ワヸクヷライフヷバランスの取り組みは、東京大学教

授佐藤博樹氏によると「意欲的に仕事ができるようになるための方法」であると

している。職員が意欲的に仕事に取り組む目的は、患者や地域住民が中和病院に

通院して病気やけがが治癒することで、職員の医療陣としての使命を果たすこと

であると考えると、キャリア形成は、その使命を果たすためのサヸビス提供基盤

の形成であると言える。キャリアの断絶を気にすることなく、継続して勤務でき



る環境は整ったと言える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【写真④：看護部実践研修室での研修の様子】 

 

３．経営的側面 

 本事業推進により経営的側面に影響があるのは、離職防止による看護配置基準

７対１の維持である。今回、働く環境のシステム整備により、子育てを理由に退

職を検討していた職員の短時間正職員制度の利用に１名が申請し承認された。働

く環境の制度上を理由とする離職を食い止めることは実現できた。しかし、職員

満足度調査の「勤続意向（今後とも当院で働き続けたい）」の結果をみると、他職

種（医師、コメディカル、事務、その他の看護職員）と比較して看護職が「非常

にそう思う」の回答が極端に低いことから、今後、発生する離職は、働く環境や

条件によるものではなく、仕事のやりがい、達成感、自己実現など職務そのもの

に対しての理由での離職が十分に考えられる。看護師の定数確保は経営的側面に

おいて、恒常的に行わなければならない。しかし一方で、今回の職員満足度調査

の結果から、「経営姿勢」「業務システム」「上司と部下の関係」「職場の雰囲気」「や

りがい」の側面においても、改善すべき具体的な課題を現場から抽出し、一つひ

とつ解決していく必要がある。 

 また、これまでどおりの仕事のやり方で多くの職員が有給休暇を取得すると、

現場の業務生産性が低下する可能性が大いにある。有給休暇の取得促進と並行し

て、現場での業務効率向上の改善や業務遂行管理をこれまで以上に管理者に徹底

させることも経営的側面から必要となる。ワヸクヷライフヷバランスは充実した

休暇を取得できるシステムを整備することだけではなく、併せて業務効率と質を

向上させる業務管理、人事管理、労務管理を推進することが、当院が今後、取り

組む課題の一つと言える。 

 

４．社会的責任の側面 

当院は、桜井市の基幹病院としての役割が高まっている。ワヸクヷライフヷバ

ランスの実現により、そこに働く職員の充実を図り、患者や地域への貢献に繋げ、



併せて基本理念に則した社会的役割を今後もさらに強固なものとして、周辺地域

や周辺の医療機関との連携を強化し、その役割を果たしていかなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



８ おわりに  

～ワーク・ライフ・バランスの取り組みを通じて～ 

 本事業の取り組みは、当院の雇用環境の整備に大変有効なものとなった。既存

の雇用管理諸制度の運用状況の確認、現場で発生している労働環境の意見聴取、

一般社会における雇用管理や人事管理の考え方と当院の諸制度との比較、検討な

ど、これまでのマイナヸチェンジではなく、大きく前進した取り組みを実践する

ことができた。また、約３８０名の職員に対する雇用管理の諸制度の周知度合い

も改めて、本事業の取り組みを通じて確認することができた。ワヸクヷライフヷ

バランスの取り組みは、本事業が終了することで終わることはない。今後、推進

委員および実務委員のメンバヸを再構成し、新たなワヸクライフバンランス実行

委員会として設置することを検討している。今後も職員の多様な働き方について

継続して改善を図ることを目指している。 

 

 

 

 

本事業は、平成２２年度奈良県看護職員の多様な働き方実現支援事業補助金によ

り推進した事業である。 
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